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   北上地区消防組合救急業務取扱規程の一部を改正する訓令 

 

 北上地区消防組合救急業務取扱規程（平成10年北上地区消防組合消防本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

北上地区消防組合救急業務取扱規程 

 （用語の意義） 

第２条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めると

ころによる。 

 (1) ［略］ 

 (2) 救急事故とは、法及び同施行令（昭和36年政令第37号）

に定める救急業務の対象となる事故をいう。 

 

 (3)～(5) ［略］ 

 （救急隊員） 

第３条 救急隊員（以下「隊員」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当する職員をもって充てるものとする。 

北上地区消防組合救急業務規程 

 （用語の意義） 

第２条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めると

ころによる。 

 (1) ［略］ 

 (2) 救急事故とは、法及び消防法施行令（昭和36年政令第37

号。以下「政令」という。）に定める救急業務の対象とな

る事故をいう。 

 (3)～(5) ［略］ 

 （救急隊員） 

第３条 救急隊員（以下「隊員」という。）は、政令第44条第

５項に該当する者のほか、消防署長が救急業務の実施に必要



  

(1) 救急救命士法（平成３年法律第36号）第２条第２項に規

定する救急救命士の資格を有する者 

 (2) 消防学校の教育訓練の基準（平成15年消防庁告示第３号

）別表第二６救急科を修了した者 

 (3) 前２号に掲げる者のほか消防署長（以下「署長」という

。）が救急業務の実施に必要と認める者 

 （救急隊の編成） 

第４条 救急隊は隊員３名以上をもって編成するものとする。

ただし、転院搬送の場合で医師又は看護師が同乗する場合は

、２名以上をもって編成できるものとする。 

（隊員の心得） 

第６条 救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げる事項を

心がけなければならない。 

 (1)～(4) ［略］ 

（隊員の訓練） 

第７条 警防課長及び署長は、隊員に対し、救急業務に必要な

学識及び技能習得のため、教育訓練を行うよう努めなければ

ならない。 

 （隊員の服装） 

第８条 隊員の服装は、北上地区消防組合消防職員貸与品貸与

規則（平成24年規則第５号）により貸与するものを着用する

ものとする。ただし、安全確保のため必要があるときは、安

全ベスト等を着用するものとする。 

２・３ ［略］ 

 （高規格救急自動車の配備） 

と認める者をもって充てるものとする。 

 

 

 

 

 

  

（救急隊の編成） 

第４条 救急隊の編成は、政令第44条第１項に規定するものの

ほか、救急救命士の資格を有する隊員１人以上をもって編成

するよう努めるものとする。 

（隊員の心得） 

第６条 救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げる事項を

心掛けなければならない。 

(1)～(4) ［略］ 

（隊員の訓練） 

第７条 警防課長及び消防署長は、隊員に対し、救急業務に必

要な学識及び技能習得のため、教育訓練を行うよう努めなけ

ればならない。 

 （隊員の服装） 

第８条 隊員の服装は、北上地区消防組合消防職員貸与品貸与

規則（平成24年北上地区消防組合規則第５号）により貸与す

るものを着用するものとする。ただし、安全確保のため必要

があるときは、安全ベスト等を着用するものとする。 

２・３ ［略］ 

 （高規格救急自動車の配備） 



第10条 救急自動車は、隊員の行う応急処置等の基準（昭和53

年消防庁告示第２号）に規定する応急処置を行うために必要

な構造及び設備を有するものを配備するものとする。 

  

（医療機関への搬送） 

第12条 救急隊が傷病者を搬送する医療機関は、岩手県作成の

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準によるものとす

る。 

（救急隊等の出場） 

第15条 署長は、救急事故が発生したことを知ったとき又は岩

手県央消防指令センター（以下「指令センター」という。）

からの救急隊出動指令があったときは、救急事故の発生場所

、傷病者の数及び傷病者の程度等を確かめ、ただちに所要の

救急隊等を出場させなければならない。 

２ 救急事故に救急救命士、気管挿管認定救急救命士又は薬剤

認定救急救命士を必要とする場合、当直長の判断又は出場救

急隊からの要請により救急自動車等で出場できるものとする

。 

３ 救急事故の状況により隊員３名での救急活動が困難な場合

は、隊員４名での出場又はポンプ隊等が支援出場できるもの

とする。 

（転院搬送） 

第15条の３ 転院搬送は、搬送元医療機関からの要請で他に搬

送手段がない場合とし、搬送元医療機関の医師又は看護師の

同乗による傷病者の病状管理のもと行うものとする。ただし

、傷病者が搬送元医療機関で必要な措置を施され病状が安定

第10条 救急自動車は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処

置等の基準（昭和53年消防庁告示第２号）に規定する応急処

置を行うために必要な構造及び設備を有する車両を配備する

ものとする。 

 （医療機関の選定） 

第12条 救急隊が傷病者を搬送する医療機関は、傷病者の搬送

及び受入れの実施に関する基準（平成23年９月岩手県救急高

度化推進協議会通知）に基づき選定するものとする。 

（救急隊等の出場） 

第15条 消防署長は、救急事故が発生したことを知ったとき又

は岩手県央消防指令センター（以下「指令センター」という

。）からの救急隊出動指令があったときは、救急事故の発生

場所、傷病者の数、傷病者の程度等を確かめ、ただちに所要

の救急隊等を出場させなければならない。 

２ 救急事故に救急救命士、気管挿管認定救急救命士又は薬剤

認定救急救命士を必要とする場合、当直長の判断又は出場救

急隊からの要請により緊急車両で出場できるものとする。 

 

３ 救急事故の状況により隊員３名での救急活動が困難な場合

は、隊員４名での出場又は消防隊が支援出場できるものとす

る。 

（転院搬送） 

第15条の３ 転院搬送は、搬送元医療機関からの要請で他に搬

送手段がない場合とし、搬送元医療機関の医師、看護師、准

看護士又は救急救命士（以下「医師等」という。）の同乗に

よる傷病者の病状管理のもと行うものとする。ただし、傷病



し、搬送中に悪化するおそれがないと医師が判断したときは

、医師又は看護師の同乗を必要としないことができる。 

 

（警察官の要請） 

第15条の４ 警察官の要請は、次の各号のいずれかに該当する

場合とし、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 北上地区消防組合救急活動プロトコール（以下「救急活

動プロトコール」という。）により死亡していると判断し

た場合 

(6) ［略］ 

 （搬送を拒んだ者の取扱い） 

第 16条  隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場

合は、これを搬送しないものとし、搬送拒否確認書（様式

第１号）に署名を受けるものとする。ただし、署名を受け

ることができなかった場合は、その理由を隊員が記入する

ものとする。 

 

 

 

（医師の現場要請） 

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速や

かに救急現場に医師を要請するものとする。 

 (1) 傷病者を搬送することが生命に危険であると判断した場

合 

 (2) 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合 

者が搬送元医療機関で必要な措置を施され病状が安定し、搬

送中に悪化するおそれがないと医師が判断したときは、医師

等の同乗を必要としないことができる。 

（警察官の要請） 

第15条の４ 警察官の要請は、次の各号のいずれかに該当する

場合とし、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 北上地区消防組合救急活動プロトコール（平成15年北上

地域メディカルコントロール協議会。以下「救急活動プロ

トコール」という。）により死亡していると判断した場合 

(6) ［略］ 

 （搬送を拒否又は辞退した者の取扱い） 

第16条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒否(救急隊

は搬送の必要性があると判断したが、本人等が搬送を拒ん

だものをいう。)又は辞退（本人等が搬送を希望せず、救急

隊も搬送の必要はないと判断したものをいう。）した場合

は、原則搬送しないものとし、拒否した傷病者又はその関

係者から搬送拒否確認書（様式第１号）に署名を受けるも

のとする。ただし、署名を受けることができなかった場合

は、その理由を隊長が記入するものとする。 

（医師の現場要請） 

第17条 隊長は、救急活動プロトコールの医師要請基準に該当

する事案のときは、救急現場に医師を要請するものとする。 

 

 

 



 (3) 傷病者の救助にあたり、医療を必要とする場合 

（ドクターヘリ等の要請） 

第17条の２ 隊長は、搬送又は傷病者処置においてヘリコプタ

ーが必要と判断した場合、指令センターにその旨を要請する

ものとする。 

（死者の取扱い） 

第18条 隊長は、傷病者が救急活動プロトコールにより死亡し

ていると判断された場合又は医師が死亡していると診断した

場合は、これを搬送しないものとする。ただし、署長が特に

搬送する必要があると認めるときは搬送することができる。 

 

 （感染症患者の取扱い） 

第20条 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条に定める感

染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者のうち、次

の各号のいずれかに該当する患者（以下「感染症患者等」と

いう。）である場合は、搬送しないものとする。ただし、当

該感染症患者が生命に危険があるなど、緊急に医療機関（他

の医療機関への転院を含む。）に搬送する必要がある場合は

、この限りではない。 

 (1) 一類感染症の患者（疑似症患者及び無症状病原体保有者

を含む。） 

 (2) 二類感染症の患者（感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律施行令（平成10年政令第420号）で定

めるものの疑似症患者を含む。） 

 (3) 指定感染症の患者（疑似症患者及び無症状病原体保有者

 

（ドクターヘリ等の要請） 

第17条の２ 隊長は、搬送又は傷病者処置においてドクターヘ

リ又は防災ヘリコプターが必要と判断した場合、指令センタ

ーにその旨を要請するものとする。 

（死者の取扱い） 

第18条 隊長は、傷病者が救急活動プロトコールにより死亡し

ていると判断された場合又は医師が死亡していると診断した

場合は、これを搬送しないものとする。ただし、消防署長が

特に搬送する必要があると認めるときは搬送することができ

る。 

（感染症患者の取扱い） 

第20条 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律(平成10年法律第114号)第６条に規定する一

類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定

感染症若しくは新感染症に罹患している場合又は罹患してい

る疑いがあると認められる場合は、原則搬送しないものとし

、発生場所を管轄する保健所と協議し対処するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



を含む。） 

(4) 新感染症（新型感染症の所見がある者を含む。） 

２ 隊長は、感染症患者及び感染症患者等と疑われる傷病者を

搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直

ちに所定の消毒を行ない、その旨を署長に報告するとともに

、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置

を講ずるものとする。 

３ 報告を受けた署長は、感染症患者等搬送報告書（様式第２

号）により消防長に報告するものとする。 

（感染症対策） 

第20条の２ 消防長は、隊員が救急業務等の実施に際し、感染

症に感染しないための対策を講ずるものとする。 

 

 （要保護者等の取扱い） 

第21条 傷病者が生活保護法（昭和 25年法律第144号）に定め

る被保護者又は要保護者と認められ関係機関に連絡を必要と

する場合、消防通信業務に従事する者又は隊員が、北上市保

健福祉部福祉課生活保護係又は西和賀町保健福祉課に連絡す

るものとする。 

（傷病者の引渡し） 

第22条 隊長は、傷病者を医療機関に引き渡したときは、傷病

者搬送確認書（様式第３号）を作成し、医師に引継ぎ、引受

け医師記入欄への記入を依頼するものとする。 

 （救急証明） 

第24条 消防長は、救急隊が取り扱った傷病者又は関係者から

、救急搬送証明願（様式第４号）により証明を求められたと

 

 

２ 隊長は、前項に該当する者を搬送した場合は、隊員、救急

自動車及び資器材の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い

、その旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対す

る医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする

。 

 

 

（感染症対策） 

第20条の２ 消防長は、隊員が救急業務を含む消防活動の実施

に際し、感染症に感染しないための対策を講ずるものとする

。 

 （要保護者等の取扱い） 

第21条 傷病者が生活保護法（昭和25年法律第144号）に定め

る被保護者又は要保護者と認められる場合は、必要に応じ傷

病者の居住地を管轄する市区町村に連絡するものとする。 

 

 

（傷病者の引渡し） 

第22条 隊長は、傷病者を医療機関に引き渡したときは、傷病

者搬送確認書（様式第３号）を作成し、医師に引継ぎ、引受

医師記入欄への記入を依頼するものとする。 

（救急搬送証明） 

第24条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者から救急

搬送証明願（様式第４号）により証明を求められたときは、



きは、救急搬送証明書（様式第５号）を交付するものとする

。 

 

 

 

 

 

 

  

（救急業務に関する照会） 

第25条 消防長は、裁判所又は裁判所以外の官公署若しくは弁

護士会から法的根拠を示し救急業務について照会があったと

きは、客観的事実についてのみ回答するものとする。 

 

 

２ 消防長は、前項に規定する者以外の者から救急業務照会願

（様式第６号）により照会を求められたときは、客観的事実

についてのみ救急業務回答書（様式第７号）により回答する

ものとする。 

（消毒） 

第26条 [略]  

２ 前項による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録

表（様式第８号又は様式第８号の２）に記入し、救急自動車

の見やすい場所に備え付けておかなければならない。 

３ 前項の規定による消毒を効果的に行うため、各署には消毒

用資器材を備えるものとする。 

救急搬送証明書（様式第５号）を交付するものとする。 

(1) 救急隊が医療機関に搬送した傷病者 

(2) 前号の二親等以内の親族 

(3) 前２号のいずれかの者の委任状（様式第６号）を持参し

たもの 

２ 消防長は、前項の申請者から申請があった場合は、身分証

明書等の提示を求め、申請者であることを確認するものとす

る。ただし、他の方法で確認できる場合は、この限りでない

。 

 （救急業務に関する照会又は開示請求） 

第25条 消防長は、傷病者又はその他の者から救急業務に関し

て照会又は開示請求があった場合は、北上地区消防組合情報

公開条例（平成26年北上地区消防組合条例第５号）又は北上

地区消防組合個人情報保護法施行条例（令和５年北上地区消

防組合条例第１号）に基づき回答するものとする。 

 

 

 

 

（消毒） 

第26条 [略] 

２ 前項による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録

表（様式第８号又は様式第８号の２）に記入し、救急自動車

内の見やすい場所に備え付けておかなければならない。 

３ 消防署長は、消毒を効果的に行うため、各署に消毒用資器

材を備えるものとする。 



 （救急調査） 

第27条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該実施

地域について、次の各号に定めるところにより調査を行うも

のとする。 

(1)～(3) [略]  

 (4) その他署長が必要と認める事項 

 （救急業務の報告） 

第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、北上地区消防組

合救急活動記録票（様式第９号）等により署長に報告しなけ

ればならない。 

２ 署長は、定期的に消防長に報告するものとする。 

 （救命事例の報告） 

第30条 署長は、救急出場事案における救命事例について傷病

者救命事例報告書（様式第11号）により消防長に報告するも

のとする。 

（救急自動車同乗実習） 

第32条 消防長は、消防関係者、医療従事者及び救急救命士資

格を有する又は資格を習得しようとする学校等に在籍する者

から救急自動車同乗実習の願い出があったときは、救急業務

に支障がない場合に限り承認し乗車させることができる。 

 （補則） 

第33条 この訓令に定めるもののほか、救急業務の取扱いに関

し必要な事項は、別に定める。 

 （救急調査） 

第27条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該

実施地域について、次の各号に定めるところにより調査を行

うものとする。 

 (1)～(3) [略] 

 (4) その他消防署長が必要と認める事項 

 （救急業務の報告） 

第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、北上地区消防組

合救急活動記録票（様式第９号）等により消防署長に報告し

なければならない。 

 

 （救命事例の報告） 

第30条 消防署長は、救急出場事案における救命事例について

傷病者救命事例報告書（様式第11号）により消防長に報告す

るものとする。 

（救急自動車同乗実習） 

第32条 消防長は、消防関係者、医療従事者及び救急救命士を

養成する機関から救急自動車同乗実習の依頼があったときは

、救急業務に支障がない場合に限り承認し、乗車させること

ができる。 

 （補則） 

第33条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な

事項は、別に定める。 

  



様式第１号（第16条関係） 

出 動 番 号     －    

 

搬 送 拒 否 確 認 書 

 

傷病者氏名                     

生 年 月 日       年   月   日    性 別  男 ・ 女  

 

 救急車での搬送を拒否しましたので、その理由を記入し署名をお願いします。 

万が一、容態が変化した場合は、必ず医療機関で受診してください。 

 搬送拒否者記入欄 

 拒否する理由 

                                     

                                     

                                     

  署     名                            

  傷病者との関係  本人 ・ 家族 (    ) ・ その他（    ） 

  署 名 日 時     年    月    日    時    分  
 

様式第１号（第16条関係） 

出 動 番 号     －    

 

搬 送 拒 否 確 認 書 

 

傷病者氏名                     

生 年 月 日       年   月   日    性 別  男 ・ 女  

 

 救急車での搬送を拒否する理由等を記入願います。 

 

記入欄 

理 由 

                                     

                                     

                                     

  署     名                            

  傷病者との関係  本人 ・ 家族 (    ) ・ その他（    ） 

  署 名 日 時     年    月    日    時    分  
 

［略］ ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第20条関係） 

消防長 消防次長 警防課長 警防課長補佐 救急係長  署長 副署長 分署長 当直長 救急係長 

           

 北上地区消防組合消防本部 

  消防長        様 

                             消防署 

                              署長 

感染症患者等搬送報告書 

入電年日時（覚知別）   年  月  日（ ）  時  分（覚知別：     ） 

出 場 場 所  

隊 員 氏 名 隊長:        隊員:        機関員:         

事 案 概 要 

（年齢性別含） 
 

診 断 名 

（搬送確認書等確認後記入） 

 搬送医療機関  

感染防止内容 

手   袋（     ） 処置： 

マ ス ク（     ） 処置： 

感染防御衣（     ） 処置： 

ゴーグル（     ） 処置： 

隊員感染疑 曝露の有無：      暴露部位： 

帰署後の処置 

隊 員 
 

器 具 
 

車 内 
 

 

その他特記事項 

 

 

救急活動記録票の写しを添付する。 

様式第２号 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



     



様式第４号（第24条関係） 

救 急 搬 送 証 明 願 

年  月  日 

 北上地区消防組合消防本部 

  消防長        様 

申請者 住所                     

氏名                  ㊞  

電話                     

証明を受けたい人との関係 

□本 人   □家 族（    ） 

□その他（           ） 

下記のとおり、救急隊により搬送されたことを証明願います。  

備考 １ 申請者が本人又は家族以外の場合は、委任状を添えて申請してください。 

   ２ ※印の欄は記入しないでください。 

傷病者住所  

傷病者氏名  

救急要請日時 年   月   日    時   分ころ 

救急要請場所  

証 明 事 項 

(1) 傷病者の住所、氏名、生年月日及び性別 

(2) 救急事故入電日時及び要請場所 

(3) 収容医療機関名及び収容日時 

使 用 目 的  

必 要 部 数 部 

 

※ 受付欄 ※ 経過欄 

  

様式第４号（第24条関係） 

救 急 搬 送 証 明 願 

年  月  日 

 北上地区消防組合消防本部 

  消防長        様 

申請者 住所                   

氏名                   

電話                   

証明を受けたい人との関係 

□本 人   □家 族（    ） 

□その他（           ） 

下記のとおり救急隊により医療機関へ搬送されたことを証明願います。 

傷 病 者 住 所  

傷 病 者 氏 名  

傷病者生年月日  

救急要請日時 年  月  日    時   分ころ 

救急要請場所  

収容医療機関名  

医療機関収容日時 年  月  日    時   分ころ 

使 用 目 的  

必 要 部 数 部 

  

※本人確認方法  

※ 受付欄 ※ 経過欄 

  

備考１ 申請者が本人又は二親等以内の親類以外場合は、委任状を添えて申請してください。 

  ２ ※印の欄は記入しないでください。 



様式第５号（第24条関係） 

 

 

救 急 搬 送 証 明 書 

 

 

傷病者氏名・性別  

生 年 月 日 年  月  日生（  歳） 

傷 病 者 住 所  

救急事故入電日時 年  月  日   時   分 

救急要請場所  

収容医療機関名  

収 容 日 時 年  月  日   時   分 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

第   号 

年  月  日 

様 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長        □印 

 

 

様式第５号（第24条関係） 

 

 

救 急 搬 送 証 明 書 

 

 

傷 病 者 住 所  

傷 病 者 氏 名  

傷病者生年月日 年  月  日生 

救急要請入電日時 年  月  日   時   分 

救急要請場所  

収容医療機関名  

医療機関収容日時 年  月  日   時   分 

 

上記のとおり救急隊により医療機関へ搬送したことを証明します。 

第  号 

年  月  日 

  様 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長         □印 
 



様式第６号（第25条関係） 

救 急 業 務 照 会 願 

年  月  日  

 北上地区消防組合消防本部 

消防長 様 

 

申請者 住所                      

 

氏名                    

 

電話                    

備考 ※印の欄は記入しないでください。 

 

照会を受けたい人 

住 所 

氏 名 

生年月日     年  月  日 （性別      ） 

救急車要請 

日時及び場所 

日 時      年  月  日   時   分ころ 

場 所 

照 会 事 項 

（証明を受けたい事項を項

目ごとに分け、番号をつけ

て詳しく記入） 

 

照会願提出理由 

及び法的根拠 

 

 

※ 受付欄 ※ 経過欄 

 

 

 

様式第６号（第24条関係） 

※捺印した印鑑の印鑑証明を添付してください。 

様式第７号（第25条関係） 様式第７号 削除 

委   任   状 

年  月  日 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長         様 

 

 

 

 

私は、             を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

 

記 

 

救急搬送証明願の交付申請及び受領に関すること。 

 

 

 

 

住 所 

                          

氏 名 

                     印  

（添付する印鑑証明の印鑑を捺印してください。） 



 

救 急 業 務 回 答 書 

 

 照会願のあった事項について、下記のとおり回答します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第    号 

年  月  日 

 

様 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長           印 

 

様式第８号（第26条関係） 

 

様式第８号（第26条関係） 



消毒実施記録表（定期消毒） 

署 長 副署長 分署長 当直長 隊 長 実施月日 消毒方法 実施者 

        
 

消毒実施記録表（定期消毒） 

消防署長 副署長 分署長 当直長 隊 長 実施日 消毒方法 実施者 

        
 

［略］ ［略］ 

  

様式第８号の２（第26条関係） 

消毒実施記録表（使用後消毒） 

署 

長 

副
署
長 

分
署
長 

隊 

長 

実施

月日 
救急業務内容 消毒方法 

実
施
者 

        

［略］ 

様式第８号の２（第26条関係） 

消毒実施記録表（使用後消毒） 

消防署長 副署長 分署長 隊長 実施日 救急業務内容 消毒方法 実施者 

        

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［略］ 

  

［略］ 



 

［略］ 

 

［略］ 



様式第11号（第30条関係） 

消防長 消防次長 警防課長 警防課長補佐 救急係長 

      

  年  月  日  

 北上地区消防組合消防本部 

  消防長       様 

消防署 

署長 

傷 病 者 救 命 事 例 報 告 書 

 救急活動において、次のとおり救命事例がありましたので報告します。 

［略］ 

様式第11号（第30条関係） 

  年  月  日 

北上地区消防組合消防本部 

消防長       様 

消防署 

消防署長 

傷 病 者 救 命 事 例 報 告 書 

 救急活動において、次のとおり救命事例がありましたので報告します。 

［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 


